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船橋市急傾斜地崩壊防止工事に関する指針 

 

（目的） 

第１条 この指針は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和４４年法律第

５７号。以下「法」という。）に定める急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、法第

２条第３項に規定する急傾斜地崩壊防止工事（以下「防止工事」という。）に関する取扱

いに必要な事項を定め、もって市民の生命の保護に資することを目的とする。 
 

（定義） 
第２条 この指針において急傾斜地とは、法第２条第１項に定める傾斜度が３０度以上であ 

る土地で、高さが５メートル以上のものをいう。 
２ この指針において急傾斜地崩壊危険区域とは、法第３条第１項の規定に基づき千葉県知

事が指定した急傾斜地崩壊危険区域（以下「危険区域」という。）をいう。 
３ この指針において受益者とは、事業の施行により保全される土地家屋等の所有権、その

他登記簿に記載される権利を持つ者をいう。  

４ この指針において急傾斜地崩壊防止施設整備組合（以下「整備組合」という。）とは、

法の趣旨を理解し受益者間の利害を調整の上、危険区域の整備を目的として設立された

団体をいう。 

 一 この項に規定された団体とは、整備組合としての主旨を理解した規約を作成し履行す

る団体をいう。 
 

（基本方針） 
第３条 防止工事は、整備組合の要望に基づき現地調査を実施し、「急傾斜地崩壊防止工事

採択基準」（以下「採択基準」という。）（資料１）に合致し、危険防止の対策が必要であ

ると判断した箇所について、千葉県または船橋市（「千葉県または船橋市」を以下「工事

施工者」という。）が施工するものとする。 
  

（手続き） 
第４条 防止工事を施工するにあたり、整備組合は危険区域の整備を目的とした急傾斜地崩

壊防止施設整備組合届出書（第１号様式）を船橋市長（以下「市長」という。）に届け出

るものとする。 
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２ 整備組合は、設立時に作成した規約を市長へ届け出るものとする。 
３ 整備組合は防止工事を要望するにあたり、急傾斜地崩壊防止工事要望書（第２号様式）

を市長へ届け出るとともに、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条の規定

に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定に係る同意書（第３号様式）を千葉県知事（以下「県

知事」という。）及び市長に届け出るものとする。 
４ 現地調査に基づき概算事業費が決定したときは、市長は採択基準に基づき概算受益者負

担額を決定し、急傾斜地崩壊防止工事概算受益者負担額決定通知書（第 4 号様式）により

整備組合に通知するものとする。 
５ 第２号様式にて要望書を届け出た整備組合は、第４号様式において通知した概算受益者

負担額について、急傾斜地崩壊防止工事受益者負担額納付確約書（第５号様式）を市長に

届け出るものとする。 
６ 防止工事を施工するため、受益者は施工場所の法面の土地及び擁壁等の施設が設置され

る土地等を工事施工者が無償で使用貸借できる旨の急傾斜地崩壊防止工事用地使用貸借

契約書（第６号様式）を工事施工者と締結するものとする。 
７ 第４項を除く第 1 項から第５項に規定する書類の届出があったものについて、その内容

に変更があった場合は、急傾斜地崩壊防止工事届出事項変更届（第 7 号様式）に必要書類

を添付し、第３号様式に係る変更については県知事及び市長に、第３号様式を除く届出に

係る変更については市長に届け出るものとする。 
 
  （決定通知） 
第５条 市長は、第 4 条の１項から第６項の手続きが全て整ったものについて、船橋市は千

葉県と協議した上で防止工事の施工を決定し、急傾斜地崩壊防止工事施工決定通知書（第

8 号様式）により、整備組合に通知するものとする。 
 
  （土地貸借契約） 
第６条 防止工事完了後の急傾斜地崩壊防止施設（以下「防止施設」という。）は工事施工

者の所有とし、維持管理のため工事施工者と土地所有者で土地使用貸借契約書（第 9 号様

式）を締結するものとする。 
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  （施設の維持管理） 
第７条 基本的な防止施設の維持管理は工事施工者が行うものとし、草刈り、落ち葉等の処

理、排水施設の清掃等の簡易な維持管理は整備組合が行うものとする。 
 
  （負担金） 
第８条 事業費の確定後、市長は採択基準により毎年度整備組合が負担すべき額を決定し、

急傾斜地崩壊防止工事受益者負担額決定通知書（第１０号様式）により整備組合に負担額

を通知するとともに、納入通知書により負担金を徴収するものとする。 
 
  （負担金の減免） 
第９条 市長は、特にやむを得ないと認める事由が防止工事にある場合は、負担金を減免す

ることができる。 
２ 前項の減免割合は船橋市との協議による。 
 
  （その他） 
第１０条 この指針に定めのない事項については、法、政令及び省令並びに通達等の規定に

よるもののほか、別に定めるものとする。 
 
  （実施期日） 
第１１条 この指針は、平成１０年４月１日から実施する。 

平成２４年７月１日全部改正 
平成２８年８月１日一部改正 



第１号様式 

急傾斜地崩壊防止施設整備組合届出書 

 

  年  月  日  

 

 

 船橋市長       あて 

 

 

                

                 

 

 

 

 急傾斜地崩壊防止工事を要望するにあたり、急傾斜地崩壊防止施設整備組合を設

立しましたので、船橋市急傾斜地崩壊防止工事に関する指針第４条第１項に基づき

届出いたします。 

 

急傾斜地崩壊防止施設整備組合員署名簿 

氏 名 住 所 ・ 電話番号 印 

   

   

   

   

   

   

 

整備組合名               

代表者氏名               印             

電 話 番 号               



第２号様式 

急傾斜地崩壊防止工事要望書 

 

  年  月  日  

 

 船橋市長       あて 

 

 

               

 

 

 

 船橋市急傾斜地崩壊防止工事に関する指針第４条第２項に基づき、急傾斜地

崩壊防止工事の実施について下記のとおり要望いたします。 

 

 

記 

 

１．要望区域の地番 

  

 船橋市                              地先 

 

 

２．要望区域の概要 

 

高さ：約          ｍ 

  幅 ：約          ｍ 

  面積：約          ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備組合名               

代表者氏名               印             

電話番号                



第 3 号様式 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条の 

規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定に係る同意書 

 

  年  月  日  

 千葉県知 事 

 船 橋 市 長    あて 

 

               

 

 

 

 

 急傾斜地崩壊防止工事を要望するにあたり、急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律第三条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域に指定されることに同意

します。 

 また、区域指定に伴い設置される標柱及び標識が同所在地内に設けられることに

ついても同意いたします。 

 

危険区域内権利者一覧 

氏 名 住 所・電話番号 
土地・家屋等の所在地

番 

土地・家

屋の別 

権利 

種別 
印 

   
土地 

家屋 
  

   
土地 

家屋 
  

   
土地 

家屋 
  

   
土地 

家屋 
  

   
土地 

家屋 
  

      

 

整備組合名               

代表者氏名               印             

電話番号                



第４号様式 

急傾斜地崩壊防止工事概算受益者負担額決定通知書 

 

船 宅 第     号 

  年  月  日 

 

 

              様 

               

                        船橋市長       

 

 

  

現地調査により算定した防止工事に係る概算事業費に基づき、船橋市急傾斜地

崩壊防止工事に関する指針第４条第４項の規定により、下記の通り概算受益者

負担額が決定しましたので通知いたします。 

なお、概算事業費であるため現場の状況により工法等の変更が生じ、金額が

変動する場合があることも併せて通知いたします。 

 

 

記 

 

概算事業費                  円 

 

概算受益者負担額※                         円  （負担率 100 分の  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 

急傾斜地崩壊防止工事受益者負担額納付確約書 

 

  年  月  日  

 

 船橋市長       あて 

 

 

               

 

 

 

 

     年  月  日付、船宅第   号にて通知のあった急傾斜地崩壊

防止工事概算受益者負担額について異議がありませんので、船橋市急傾斜地崩

壊防止工事に関する指針第４条第５項の規定に基づき、下記負担額の支払いに

ついて確約いたします。 

 

 

記 

 

 

概算受益者負担額                             円 

 

 

 

 

 

※金融機関が発行する残高証明書又は融資証明書を添付してください。  

      

 

 

 

 

 

 

 

整備組合名                

代表者氏名               印            

電話番号                



 

第６号様式 

急傾斜地崩壊防止工事用地使用貸借契約書 

 

 急傾斜地崩壊防止工事を行うにあたり、工事の施工ヤードとして必要となる

下記土地（以下「本件土地」という）について所有者          を

「甲」とし、（千葉県・船橋市）を「乙」として、下記条項により土地使用貸借

契約を締結する。 

 

所 在： 

地 番： 

地 目： 

 

記 

（契約の趣旨） 

第１条 甲は、自己の所有する本件土地を乙に貸与し、乙はこれを無償で借り

受けるものとする。 

 

（使用目的の制限） 

第２条 乙は、本件土地を急傾斜地崩壊防止工事の施工ヤード（資材・重機・

詰所・トイレの設置、作業場、進入路等）として使用するものとし、この目

的以外に本件土地を使用するときは、甲の承諾を受けなければならない。 

 

（貸借期間） 

第３条 使用貸借期間は乙が第２条に定める使用目的に供している期間とする。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第４条 使用貸借期間内に甲が本件土地に関する権利を第三者に譲渡するとき

は、事前に乙と協議し承諾を得なければならない。また甲は本契約を継承す

る形で第三者に譲渡するものとする。 

 

（転貸の禁止等） 

第５条 乙において、本件土地の全部又は一部を使用しなくなったときは、直

ちにその旨を甲に通知するものとする。 

２ 乙は、本契約による使用貸借権を第三者に譲渡してはならない。 

３ 乙は、本件土地を第三者に転貸してはならない。 

４ 乙は、本件土地の形状を著しく変更しようとするときは、甲の承諾を受け

なければならない。 

 

（土地の維持管理） 

第６条 本件土地における急傾斜地崩壊防止工事中の維持管理については、乙

が行うものとする。 
 

（土地に存する動産の取り扱い） 

第７条 本件土地に存する庭木・立竹木・物置等の動産のうち、乙が工事施行

上の支障があると判断したものについては、撤去もしくは移設すること及び

その損失の補償について甲と協議して行うものとする。ただし、甲が当該動

産に係る所有権を放棄した場合においては、乙が工事の中で撤去を行うこと

とし、これに伴う補償等は一切行わないものとする。 

 

（契約の解除） 

第８条 甲は、次の場合においては、この契約を解除することができる。 

 ⑴ 乙において本件土地を第２条の使用目的に供する必要がなくなったとき。 

 ⑵ 乙がその他この契約条項に違反したとき。 

２ 契約期間の満了又は契約を解除したとき、乙は直ちに本件土地を甲に返還

するものとする。なお、本件土地の返還に際しては、土地使用に伴う不陸や

ゴミの散乱の無いことを甲乙相互に確認するものとする。 

 

（契約外の事項） 

第９条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲・乙協議して定めるものとする。 

 

 この契約締結の証として、契約書２通を作成して、甲・乙署名、押印の上、

それぞれ１通を保有する。 

 

 

 平成  年  月  日 

 

              甲 住所 

 

                氏名 

 

              乙 住所  

 

                氏名 



第７号様式 

急傾斜地崩壊防止工事届出事項変更届 

 

  年  月  日  

 

 船橋市長       あて 

 

               

 

 

 

 

 船橋市急傾斜地崩壊防止工事に関する指針に基づき提出した事項について下記

のとおり変更がありましたので、指針第４条第７号の規定に基づき届出いたします。 

 

記 

 

要 望 地 船橋市                 地先 

変更事項   

変更が必要  

な様式※ 
 

変更理由   

変更内容  

変更前 変更後 

  

変更年月日      年   月   日 

※変更が必要な様式について新たに記載し、併せて提出してください。 

 

 

整備組合名               

代表者氏名               印             

電話番号                



第８号様式 

急傾斜地崩壊防止工事施工決定通知書 

 

船 宅 第     号 

  年  月  日 

 

 

              様 

               

                        船橋市長       

 

 

  

  年  月  日付で急傾斜地崩壊防止工事要望書の提出がありました

下記区域における対策工事について実施することが決定いたしましたので船橋市

急傾斜地崩壊防止工事に関する指針第５条の規定に基づき通知いたします。 

 

記 

 

１．工事決定区域の地番 

  

 船橋市                             地先 

 

 

２．決定区域の概要 

 

高さ：           ｍ 

  幅 ：           ｍ 

  面積：           ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 9 号様式 

土地使用貸借契約書 

 

 急傾斜地崩壊防止工事に伴う急傾斜地崩壊防止施設の設置に必要となる下記

土地（以下「本件土地」という）について所有者            を

「甲」とし、（千葉県・船橋市）を「乙」として、下記条項により土地使用貸借

契約を締結する。 

 

所 在： 

地 番： 

地 目： 

地 積：          ㎡ 

 

記 

（契約の趣旨） 

第１条 甲は、自己の所有する本件土地を乙に貸与し、乙はこれを無償で借り

受けるものとする。 

 

（使用目的の制限） 

第２条 乙は、本件土地を急傾斜地崩壊防止施設の設置用地として使用するも

のとし、この目的以外に本件土地を使用するときは、甲の承諾を受けなけれ

ばならない。 

 

（貸借期間） 

第３条 使用貸借期間は乙が第２条に定める使用目的に供している期間とする。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第４条 使用貸借期間内に甲が本件土地に関する権利を第三者に譲渡するとき

は、事前に乙と協議し承諾を得なければならない。また甲は本契約を継承す

る形で第三者に譲渡するものとする。 

 

（転貸の禁止等） 

第５条 乙において、本件土地の全部又は一部を使用しなくなったときは、直

ちにその旨を甲に通知するものとする。 

２ 乙は、本契約による使用貸借権を第三者に譲渡してはならない。 

３ 乙は、本件土地を第三者に転貸してはならない。 

４ 乙は、本件土地の形状を著しく変更しようとするときは、甲の承諾を受け

なければならない。 

５ 甲は、本件土地について自己の都合により、急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第７条第１項に規定する行為

を行おうとするときは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行

細則（昭和４５年千葉県規則第８６号）第３条の規定に基づく急傾斜地崩壊

危険区域内行為許可申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。 

 

（施設の維持管理） 

第６条 崩壊防止工事により設置した施設の維持管理は乙が行うものとする。た

だし、簡易な維持管理（草刈り、落ち葉等の処理等）は甲が行うものとする。 
 

（契約の解除） 

第７条 甲は、次の場合においては、この契約を解除することができる。 

 ⑴ 乙において本件土地を第２条の使用目的に供する必要がなくなったとき。 

 ⑵ 乙がその他この契約条項に違反したとき。 

２ 契約期間の満了又は契約を解除したとき、乙は直ちに本件土地を甲に返還

するものとする。 

 

（契約外の事項） 

第８条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲・乙協議して定めるものとする。 

 

 この契約締結の証として、契約書２通を作成して、甲・乙署名、押印の上、

それぞれ１通を保有する。 

 

 

 

       年  月  日 

 

              甲 住所 

 

                氏名 

 

              乙 住所 

 

                氏名 



第１０号様式 

急傾斜地崩壊防止工事受益者負担額決定通知書 

 

船 宅 第     号 

   年  月  日 

 

 

              様 

               

                        船橋市長        

 

 

  

急傾斜地崩壊防止工事に係る事業費の確定に基づき、下記のとおり受益者負担

額が決定しましたので、船橋市急傾斜地崩壊防止工事に関する指針第８条の規

定により通知いたします。 

 

 

記 

 

工事費                  円 

 

受益者負担額                          円  （負担率 100 分の  ） 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１
急　傾　斜　地　崩　壊　防　止　工　事　採　択　基　準

勾配 高さ 人家 事業費 指定 その他 事業区分 国 県 市 受益者 備考

1 １０戸以上 ７，０００万円以上 一般事業 ４０ ４０ １０ １０ 一般的な対策事業

2 １０戸以上 ７，０００万円以上 公共施設関連事業 ４５ ４５ ５ ５ 公共施設関連の対策事業

3  ５戸以上 ８，０００万円以上 避難関連事業 ４５ ４５ ５ ５ 避難関連の対策事業

4  ５戸以上 ７，０００万円以上 災害時要援護者関連事業 ４５ ４５ ５ ５ 災害時要援護者関連施設の対策事業

5 １０戸以上 ７，０００万円以上 一般事業 ４５ ４５ ５ ５ 一般的な緊急改築対策事業

6 １０戸以上 ７，０００万円以上 公共施設関連事業 ４７．５ ４７．５ ２．５ ２．５ 公共施設関連の緊急改築対策事業

7  ５戸以上 ８，０００万円以上 避難関連事業 ４７．５ ４７．５ ２．５ ２．５ 避難関連による緊急改築対策事業

8  ５戸以上 ７，０００万円以上 災害時要援護者関連事業 ４７．５ ４７．５ ２．５ ２．５ 災害時要援護者関連施設の緊急改築対策事業

一般事業 ４０ ４０ １０ １０

公共施設関連事業 ４５ ４５ ５ ５

避難関連事業 ４５ ４５ ５ ５

災害時要援護者関連事業 ４５ ４５ ５ ５

一般事業 ４５ ４５ ５ ５

公共施設関連事業 ４７．５ ４７．５ ２．５ ２．５

避難関連事業 ４７．５ ４７．５ ２．５ ２．５

災害時要援護者関連事業 ４７．５ ４７．５ ２．５ ２．５

一般事業 － ８０ １０ １０

公共施設関連事業 － ９０ ５ ５

避難関連事業 － ９０ ５ ５

災害時要援護者関連事業 － ９０ ５ ５

＜備考＞ 〇　「公共施設関連事業」、「避難関連事業」、「災害時要援護者関連事業」とは、急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある区域（被害想定区域）内にそれぞれ次に該当する施設がある場合をいう。 ※２

①河川・砂防設備　　②高速自動車国道、一般国道、県道、幹線市道及び迂回路のない市道　　③鉄道・軌道　　④水道施設

市地域防災計画に位置付けられる避難路または避難場所

児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、医療提供施設または幼稚園

（災害時要援護者関連施設については、収容人数３人を人家１戸に相当するものとして換算できる。）

 ○受益者負担金については納付書に記載する納付期限内に納付してください。支払いが遅れた場合、納付期限から領収日までを換算し、年５％の割合による遅延損害金が発生します。

〇採択基準に合わせ、千葉県が施工する工事で国庫補助事業として施工する工事を「県営工事」とし、県単独事業として施工する工事を「県単工事」とする。また、船橋市が施工する工事を「市営工事」とする。

NO

9

10

市営工事における県負担割合は受益者負担金を徴収した場合、事業費からこれを控除
した額の７５％以内となるため、受益者負担割合を１０％としている船橋市においては
（１．０-０．１）×０．７５となり、県負担割合は６７．５％となる。公共施設関連事業：

当該年に発生した風水害、震災等による急傾斜
地の新たな崩壊により、人家に半壊以上の被害
が発生し、放置すれば次期降雨等により崩壊が
拡大するおそれがあり、当該年度に緊急に施行
を要するもの。

１０ｍ以上

（５
※１

ｍ以上）
５戸以上 １，５００万円以上

原則として危険
区域に指定済
のこと。未指定
の場合は至急
指定すること。

当該年発生の風水害、震災等により、急傾斜地
に新たな崩壊が生じ、放置すれば次期降雨等に
より崩壊が拡大するおそれがあり、当該年度に
緊急に施行を要するもの。

・人家に半壊以上の被害
が発生した箇所
・自然崖であること
・移転適地がないこと

 ５ｍ以上  ５戸以上 １，５００万円以上

原則として危険
区域に指定済
のこと。未指定
の場合は至急
指定すること。

避難関連事業：

－

危険区域の指
定について地権
者の同意がある
こと

災害時要援護者関連事業：

急傾斜地崩壊対策事業費補助 市

・千葉県補助金交
付規則
・千葉県急傾斜地
崩壊対策事業補助
金交付要綱

３０度以上  ５ｍ以上
 ５戸以上
２０戸未満

県
費
補
助
事
業

（
市
営
工
事

）

 ５戸以上

－ ６
※２

７．５

危険区域の指
定について地権
者の同意がある
こと

・自然崖であること
・移転適地がないこと

－

県
単
緊
急
事
業

（
県
単
工
事

）

緊急急傾斜地崩壊対策事業 県 法第１２条 ３０度以上 １０ｍ以上11

12

豪雨等により崩壊し、放置すれば次期降雨によ
り崩壊が拡大するおそれがあるもの及び国庫補
助事業枠で対応しきれないもの。

１０
　　

県補助金は単年度一箇所につき１，０００万円を
限度とする。
補助限度額を超える事業の場合、市負担額は左
記割合を超えて、受益者負担金を控除した額で
単年度一箇所あたり１，０００万円を限度とする。

・自然崖であること
・移転適地がないこと ２２．

　　

５

法第１２条 ３０度以上

危険区域の指
定について地権
者の同意がある
こと

・自然崖であること
・移転適地がないこと

急傾斜地崩壊防止施設緊急改
築工事

（法第２１条の補助を受けて施
工した急傾斜地崩壊防止施設
のうち災害防止機能が不足す
る施設）

県 法第１２条

・人家に被害がない箇所
又は一部損壊以上の被
害がある箇所。
・自然崖であること
・移転適地がないこと
（※1　人家への被害の程
度が一部損壊以上の場
合、高さの採択基準が変
わり、５ｍ以上から採択さ
れる）

３０度以上 １０ｍ以上
危険区域に指
定済のこと ・移転適地がないこと

○費用負担割合の計算において算出された金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てるものとする。

事業名 事業主体 根拠法令
採　　　　択　　　　基　　　　準 費　用　負　担　割　合　（％）

県
営
事
業

(

国
庫
補
助
事
業

）

急傾斜地崩壊対策事業 県

急傾斜地の崩壊に
よる災害の防止に
関する法律（以下
「法」という。）第１２
条

３０度以上 １０ｍ以上

災害関連緊急急傾斜地崩壊対
策事業

県


